
 

稲稲稲作作作農農農家家家ののの経経経営営営安安安定定定・・・   
食食食料料料自自自給給給率率率ののの向向向上上上ををを図図図るるる   
新新新制制制度度度がががスススタタターーートトトしししままますすす   

   
 

２つの事業のうち、

米戸別所得補償モ

デル事業は、米の

生産数量目標を達

成した生産者だけ

のメリット措置です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省は、平成 23 年度から本格的な戸別所得補償制度を導入

するため、22年度に２つの事業をモデル対策として実施します。 

戸別所得補償制度は、これまでの農政を転換し、農業と地域を再生

する歴史的な意義を持つものです。 

稲作農家の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

22年度に ２つの事業をセットで実施 
 
◆ 米戸別所得補償モデル事業 

◆ 水田利活用自給力向上事業 

 
 

○稲作農家の経営安定 

○食料自給率の向上  

○農業と地域の再生  
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＜制度の目的＞ 
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 目指す方向 

① 
長野県水田農業推進協議会  関東農政局長野農政事務所 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜変動部分＞ 
当該年産米の販売価格（全銘柄平均相対価格）が標
準的な販売価格を下回った場合に、定額部分に加え
てその差額（下の図の茶色の部分・全国一律）を追
加補てんします  
注）水田経営所得安定対策に基づく収入減少影響緩和対策（通称：

ナラシ）に加入している場合は、ナラシの補てん額から戸別所得補

償モデル事業の変動部分の交付額を差し引きます。 

＜定額部分＞（恒常的なコスト割れ相当分） 

○全国一律の定額（左の図の黄色の部分） 

22年産については主食用米の作付面積 

10ａ当たり 15,000円が交付されます 
 
※交付面積は主食用米の作付面積から
自家飯米用などとして一律 10a を差し引
いた面積となります。 
※集落営農が水稲共済に組織加入して
いる場合は、組織単位で 10a を控除しま
す。（農家個々からの 10a控除より対象面
積が大きくなり、作付面積が 10a 程度の
農家も交付金が受け取ることができ、集
落営農のメリットとなります。） 

○販売農家・集落営農を対象に、国が所得補償を行い水田農業の経営を安定させ、自給率向

上に取り組んでいただく環境を整えます。 

○米に対して、国が定額部分（平成 22 年度は 10a 当たり 15,000 円）と変動部分の２つの補

償で農家の手取りをしっかり補償します。 

○米の生産数量目標に即し生産を行った販売農家・集落営農だけに交付されるメリットです。 

通知される 22年産米の

生産数量目標（面積）を

達成できますか？ 

いいえ 

残念ながら所得補償は受けられません。 
所得補償は、生産数量目標に即して米の生産を
行った方だけに行われます。是非、生産数量目
標に即したお米の生産を御検討願います。 

22年に水稲共済に加入しますか？ 
 (20a ” ₀  ⁴ ᾿ „ ‚  ⁴ ‗‚’‒―΅‴ )  

もしくは 21年産米の販売実績を証明する契約書等がありますか？ 

 共同販売経理をしている集落営農も加入対象となります 

※「米の生産数量目標」の通知が届かない時は、 

  市町村の農業担当課まで問い合わせください 

はい 
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所得補償が受けられます 

１  米戸別所得補償モデル事業 

②

③

② 

はい 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 作 物 単価（10a当たり） 

麦、大豆、飼料作物 （※３５,０００円） 

新規需要米 ※１（飼料用米・ WCS用

稲・米粉用米・バイオ燃料用米） 
８０,０００円  

そば、なたね、加工用米 （※２０,０００円） 

その他作物（野菜、花き、果樹等） （※１０,０００円） 

二毛作助成 ※２（主食用米と戦略作

物、戦略作物同士の組み合わせ） 
    １５,０００円  

 ＜加入申し込み・支払い時期＞ 

◆２つの事業とも、交付金を受けるためには事業の加入申込書と交付申請書などの提出

が必要となります。交付金は、国から農業者が指定した口座に直接支払われます。 

◆加入申し込みは４月～６月末、交付金の支払いは 12月～３月になります。 

※ 全国一律の交付単価であり、この単価を基に、県と国で
協議の上決定されます 

 

※１ 新規需要米は、作付前に販売先（実需者）を確保し

契約等を締結した上、農政事務所長の承認を受ける必要

があります。 

※２ 米と麦などの二毛作や二年三作は、作物の組み合わ

せ方によって交付単価が異なりますので、必ず事前に御

確認ください。 

２ 水田利活用自給力向上事業 

○食料自給率向上のため、麦・大豆・飼料作物、新規需要米（飼料用米・ＷＣＳ用稲・米粉用

米等）、そば、なたね、加工用米を“戦略作物”として位置づけ、水田への作付けを重点的

に支援します。 

○野菜など、地域振興作物についても、一定の支援を行います。 

○水田に戦略作物等を作付け、要件を満たす全ての販売農家・集落営農が加入できます。 

○すい 

○水田に戦略作物等を作付け、事業要件を満たす全ての販売農家・集落営農が加入できます。 

＜主な事業要件＞ 

◆需要に応じた生産を促進するため、実需者との 

 出荷契約などが必要となります。 

 

 

 

 

＜その他のポイント＞ 

◆これまでと同様に、実施計画書に基づき、作物 

 に応じた現地確認が行われます。 

 

◆麦と大豆の水田経営所得安定対策加入者に   

は、引き続き、生産条件不利補正交付金が交付

されます。 

 

◆畑作の麦・大豆等は、事業の対象外となりま

す。 

 

＜対象作物ごとの助成単価区分＞ 

交付単価は地域協議会ごとに異なる場

合がありますので、必ず地域の水田農業

推進協議会（市町村・ＪＡ等で構成）に

御確認ください。 

                                            
     Ｑ 新対策で、担い手の確保・集落営農の取り組みはどうなるの？ 

     Ａ 稲作農家の高齢化が進む中で、将来の水田農業を担う認定農業者、受託 
       集団､作業請負組織などの担い手の確保や、集落営農の取り組みは、地域 

水田農業を維持・発展させる重要な取り組みです。 
       地域の農業者と行政・農業団体等の関係者が連携して新対策を有効に活 
       用し、担い手の確保・集落営農の取り組みをさらに進めていただくよう 
       お願いします。 

＜集落営農で加入することのメリット＞ 

①個別経営よりも効率的な経営が行えるので、農家１戸当たりの所得の増大が図れます。 
②水稲共済加入資格のある集落営農については、米戸別所得補償モデル事業の控除面積が 
 組織単位で合計 10a となり、作付面積が 10a 程度の農家も交付金が受け取れます。 

③

② 

助成単価は２月中

に決定予定 
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  ○米の消費量の推移（国民１人・1年当たり）     ○主食用米は国内水田の６割で賄える状況 
      少子高齢化等により今後も減少が見込まれる       ４割の水田を活用した食料自給率の向上が課題 
 
                                       
 

 

 

 

                         

 
 
 

 

    

 

○標準的な米の生産費及び販売価格（全国・60kg当たり） 

区   分 金  額 備   考 

米の標準的な生産に要する費用 （a） 13,703円 
農林水産省統計部公表「米の生産費統計（全国平均）

の経営費の全額と家族労働費の８割の過去７年（平成

14年産から 20年産）の中庸５年の平均により算定 

米の標準的な販売価格 (b) 11,978円 
全銘柄の相対取引価格の過去３年（平成 18 年産から

20年産）の平均から流通経費等を除いて算定 

差引金額  (b) -  (a) ▲1,725円 10a当たりに換算すると約 15,000円 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

     
          

 

 

 

④

② 

各事業に関しては、地域水田農業推進協議会・市町村・農協等の担当課へ 

お問い合わせください 
 

本パンフレットや戸別所得補償制度に関するお問い合わせは、 

関東農政局長野農政事務所 電話０２６（２３３）２９９４ 食糧部計画課 

③日本は食料の６割を海外に頼リ､自給率 UPが課題 

食料自給率の向上のためには、水田を活

用した麦などの戦略作物の増産が必要 

①米は、引き続き「的確な需給調整」が必要 

戸別所得補償制度を導入する背景 

主食用米の生産 

に必要な面積 

約６割 

需給調整が 

必要な面積 

約４割 

239 ʠ ha ₳ 19 ₴) 

 

主要国の食料自給率（カロリーベース）
FAO"Food Balance Sheets"₀‾‗‚ 

‖ 2003  

„ 20 ”  

②米の所得は恒常的に赤字状況 
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食料の輸出禁止や暴動をもたらした世
界的な食料需給構造の変化、飢餓人
口の増加、異常気象の頻発など不安
要因が増加しています。 

 


